
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容  保有個人情報の利用停止をする旨・利用停止をしない旨の決定 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

 個人情報の保護に関する法律第１０１条 

審
査

基
準
 

■ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

 別紙のとおり 

審 査 基 準 

設定年月日 

令和５年４月１日 

審 査 基 準

最終変更年月日 

年  月  日 

標準処理期間 

■ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（請求があった日から３０日以内（市の休日を含む。）） 

□ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当) 

標準処理期間

設定 年月 日 

令和５年４月１日 

標 準 処 理 期 間

最終変更年月日 

年  月  日 

所管部署  総務部庶務課 

備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を審査基準の内容欄に記載すること。 



別紙 

個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準 

 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）に基づ

き市の機関（蓮田市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年蓮田市条例第２２号）

第２条第１項の市の機関をいう。以下同じ。）が行う処分に係る行政手続法（平成５年法

律第８８号）第５条第１項の規定による審査基準は、次のとおりとする。  

 

第８ 利用停止決定等の審査基準  

法第１０１条の規定に基づく利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の決定（以下

「利用停止決定等」という。）は、以下により行う。  

１ 利用停止をする旨の決定（法第１０１条第１項）は、請求に係る保有個人情報が次

のいずれかに該当し、当該請求に理由があると認める場合に行う。  

(1) 法第６１条第２項の規定に違反して保有されているとき（法第９８条第１項第１

号） 

「法第６１条第２項の規定に違反して保有されているとき」とは、いったん特定

された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有している場合をいう。

また、法第６１条第３項に違反して、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合

理的に認められる範囲を超えて利用目的の変更を行っている場合も含まれる。 

(2) 法第６３条の規定に違反して取り扱われているとき（法第９８条第１項第１号） 

「法第６３条の規定に違反して取り扱われているとき」とは、違法又は不当な行

為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されている場合等をいう。 

ア 「違法又は不当な行為」とは、法その他の法令に違反する行為及び直ちに違法

とはいえないものの、法その他の法令の制度趣旨又は公序良俗に反する等、社会

通念上適正とは認められない行為をいう。 

イ 「おそれ」の有無は、行政機関の長等による個人情報の利用が、違法又は不当

な行為を助長し、又は誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められるか

否かにより判断される。この判断に当たっては、個人情報の利用方法等の客観的

な事情に加えて、個人情報の利用時点における行政機関等の認識及び予見可能性

も踏まえる必要がある。 

ウ 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報

を利用する具体例としては、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを

行うために個人情報を利用する場合等が考えられる。  

(3) 法第６４条の規定に違反して取得されたものであるとき（法第９８条第１項第１

号） 

「法第６４条の規定に違反して取得されたものであるとき」とは、偽りその他不

正の手段により取得した場合をいう。なお、不正の手段により個人情報を取得する

具体例としては、行政サービスの見返りとして本来は提供する必要のない個人情報

を提供するよう強要し、これを取得する場合等が考えられる。  

(4) 法第６９条第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき（法第９８条

第１項第１号） 



「法第６９条第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき」とは、法

が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を利用している場合を

いう。 

(5) 保有個人情報が法第６９条第１項及び第２項の規定に違反して提供されていると

き（法第９８条第１項第２号） 

「法第６９条第１項及び第２項の規定に違反して提供されているとき」とは、法

が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を提供している場合を

いう。  

(6) 法第７１条第１項の規定に違反して提供されているとき（法第９８条第１項第２

号） 

「法第７１条第１項の規定に違反して提供されているとき」とは、同条の規定に

違反して、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。）にある第三者に利用目的

以外の目的のために保有個人情報を提供されている場合をいう。 

２ 利用停止は、利用停止請求に係る保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必

要な限度で行うものとし、例えば、当該保有個人情報について、そのすべての利用が

違反していればすべての利用停止を、一部の利用が違反していれば一部の利用停止を

行うものとする。 

また、例えば、利用目的外の利用を理由として、本人から保有個人情報の消去を求

められた場合には、個人情報の適正な取扱いを確保する観点から、当該利用目的外の

利用を停止すれば足り、当該保有個人情報を消去するまでの必要はない。  

３ 利用停止しない旨の決定（法第１０１条第２項）は、次のいずれかに該当する場合

に行う。  

(1) 保有個人情報の利用停止に関して法以外の法律又は当該法律に基づく命令の規定

により特別の手続が定められている場合（法第９８条ただし書） 

(2) 法第９０条第１項各号に規定する保有個人情報に係る利用停止請求でない場合

（法第９０条第１項本文） 

(3) 保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内に行われた利用停止請求でない場

合（法第９０条第３項） 

(4) 利用停止請求書に法第９９条第１項各号に規定する事項の記載の不備がある場合

又は同条第２項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること（代

理人による利用停止請求にあっては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人

の代理人であること。）を示す書類に不備がある場合。ただし、当該不備を補正す

ることができると認められる場合は、原則として、利用停止請求者に補正を求める

ものとする。  

(5) 利用停止請求に理由があると認められない場合  

(6) 利用停止することにより当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該

事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合（法第１０

０条ただし書） 

 


